
ひまわり商品券のお知らせ

●路外逸脱等の「車両単独」事故が多発しています。スピード
を抑えた安全運転を心がけましょう。

●漫然運転による前方不注意による事故が多発しています。夏
の暑さ・疲れによる居眠り・ぼんやり運転に注意しましょ
う。

●観光娯楽やドライブ、帰省を目的とした事故が多発していま
す。疲れや眠気を感じたら無理をせず休憩をとりましょう。

●全席シートベルトを着用しましょう。

 

まだまだ暑い日
が続きます！

 

夏型交通事故に夏型交通事故に

中山町表彰式・第27回健康と福祉のフェスティバルを開催します

○　期　　　　日　　10月18日（日）午前９時～午後３時30分
○　場　　　　所　　町中央公民館（ラジオ体操講習会のみ中山中体育館）
○　記 念 講 演　　講師：辻井　いつ子（ピアニスト辻井伸行氏の母）

○　その他の催し　　表彰式・大会式典　血管年齢測定　健康相談　昔ながらのおやつづくり体験
　　　　　　　　　　出張子育て支援センターほか

※お問い合わせ先　健康福祉課健康づくりG　☎ 6 6 2 - 2 8 3 6

注意！注意！
　８月２日に販売を開始した「ひまわり商品
券」について、販売会初日で売れ残った高齢
者等を対象とした「優先販売分」を８月19日
に再度販売いたします。
　詳細については、本号（８月15日号）のお
知らせ版に折込みのチラシまたは、中山町の
ホームページをご覧ください。

　なお、一般分のひまわり商品券は完売いた
しました。

　　詳しくは、９月15日号の折込チラシに掲載します。皆さんの参加をお待ちしております。

　今年も健康のための、「ラジオ体操講習会」のほか、歯のクリーニング体操、健康相談、
食生活改善推進協議会による昔ながらのおやつづくり体験など、様々な催しを行います。

かぶと虫を見てさわって遊ぼう！！
○　期　日　９月15日（火）まで
○　時　間　午前８時～午後６時
　　（夕方の方が多く出ています。）
○　場　所　中山町柳沢275‒２（西塔宅）
※お問い合わせ先
　　中山町かぶと虫ふれあいクラブ
　　　　　☎662‐5474
　　土、日曜日、祝日は
　　　　　☎662‐4626
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催
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１０
時
…
全
員
協

議
会
等
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８
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月
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時
～
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。

　
受
講
者
に
は
、
普
通
救
命
講
習
修
了
証
を

交
付
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５
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Ａ
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Ｄ
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催　
天
童
市
東
村
山
郡
救
急
医
療
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・
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２８
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。
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６
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今
年
度
の
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数
は
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ね
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件
で
す
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受
付
期
間
中
で
予
算
を
上
回
る
申
請
が

あ
っ
た
場
合
は
、
抽
選
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
受
付
期
間
中
に
申
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が
な

か
っ
た
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合
は
受
付
期
間
を
延
長
し
、
先
着

順
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
事
業
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
中
山
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業

の
概
要
】

１
．
派
遣
の
対
象
と
な
る
住
宅
等
は
中
山
町

内
に
所
在
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
全
て
に

該
当
す
る
方
と
な
り
ま
す
。

　
①
申
請
者
は
住
宅
所
有
者
の
方
（
住
宅
が

共
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
代
表
者

１
名
）。

　
②
平
成
１２
年
５
月
３１
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
一
戸
建
て
の
木
造
住
宅
ま
た
は
木
造
併

用
住
宅
。

　
③
在
来
軸
組
み
工
法
で
、
階
数
が
２
以
下

で
あ
る
こ
と
。

２
．
耐
震
診
断
に
要
す
る
本
人
負
担
額
（
消

費
税
込
み
）

　
①
１
棟
床
面
積
１
０
０
㎡
未
満　
床
面
積

㎡
に
１
２
９
６
円
を
乗
じ
た
額
の
１
／
１０

　
②
１
棟
床
面
積
１
０
０
㎡
以
上
１
万
３
０

０
０
円
（
上
限
）

※
診
断
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る
本
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は
、
山
形
市

木
造
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宅
耐
震
診
断
士
協
会
の
指
定
の
口

座
へ
振
り
込
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。
振
込

み
の
際
の
手
数
料
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申
込
者
の
負
担
と
な

り
ま
す
（
１
棟
あ
た
り
１２
万
９
６
０
０
円

の
う
ち
、
本
人
負
担
額
は
１
万
３
０
０
０

円
で
す
。
残
り
の
１１
万
６
６
０
０
円
を
中

山
町
と
国
が
負
担
し
ま
す
）。

３
．
診
断
士
は
、
山
形
市
木
造
住
宅
耐
震
診

断
士
協
会
に
登
録
さ
れ
た
木
造
住
宅
耐
震

診
断
調
査
の
資
格
を
有
す
る
者
で
、
中
山

町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
診
断
士
で
す
。

４
．
診
断
士
派
遣
が
決
定
さ
れ
れ
ば
所
有
者

の
方
に
立
ち
会
っ
て
い
た
だ
き
、
耐
震
診

断
士
が
現
地
調
査
お
よ
び
図
面
に
よ
り
木

造
住
宅
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
評
価

し
ま
す
。
基
準
強
度
に
す
る
た
め
の
耐
震

補
強
計
画
や
補
強
工
事
費
の
概
算
額
も
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

カードの４隅のいずれかをめくり、浮いた保険証をはがしてください。

　現在、町の国民健康保険に加入されている方がお持ちの国保の保険証は、有効期限が「平成２７年８
月３１日」となっています。９月からの新しい保険証は、８月下旬から月末にかけて世帯分一括で世帯
主あてに郵送します。
●保険証が届いたら、内容をよく確認してください。
●新しい保険証の有効期限は次の方を除き、平成２８年８月３１日です。
　・平成２８年８月末日までに７5歳になる方
　・平成２８年８月末日までに６5歳になる退職被保険者とその退職被扶養者の方
　・国保税に滞納があり、短期保険証が交付される方
●保険証は個人ごとのカード式です。台紙からはがしてお使いください。

●�現在お持ちの古い保険証は、有効期限が切れた後、ハサミを入れるなどし、責任を持って処分して
ください。
●�社会保険等に加入しているにもかかわらず国民健康保険の保険証が届いた方は、国保脱退の手続き
がお済みでないと考えられますので、社会保険等の保険証、国保の保険証、世帯主の印鑑をお持ち
になって役場１階③番窓口で手続きをお願いします。

※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ　☎６６2‐2１１３

９月１日から国民健康保険証が切り替え更新されます

　この事業は『中山町「やっ
てみっべ」活動支援補助金』
を活用して実施しています。

やってみっべ！
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